
電気・ガス価格激変緩和対策の実施詳細について 

2023 年 1 月 

株式会社 USEN 

 当社は、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」への参加に伴い、以下のとおり特別措置を

行います。 

 

 毎月の電気・ガス料金計算において、燃料費調整単価・原料費調整単価から国が定める値

引き単価を差し引いた単価を反映させた上で算定いたします。毎月の値引き単価について

は計算書等にてお知らせいたします。 

 本特別措置の適用にあたり、お客さま自身でのお手続きは不要です。 

 

※本事業の概要は以下の URL からご確認ください。 

電気・ガス価格激変緩和対策事業（経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ） 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/ 

 

1. 対象となるお客さま※1 

 当社と電気・ガスをご契約されているお客さま 

 

2. 適用期間 

 2023 年 1 月使用（2 月検針）分から 9 月使用（10 月検針）分の料金に適用 

 

3. 国が定める値引き単価 

 ・2023 年 1 月使用（2 月検針）分から 8 月使用（9 月検針）分の値引き単価（税込）              

【低圧】7.0 円/kWh（税込） 

     【高圧】3.5 円/kWh（税込） 

【ガス】30 円/㎥（税込） 



・2023 年 9 月使用（10 月検針）分の値引き単価（税込）

【低圧】3.5 円/kWh（税込）

【高圧】1.8 円/kWh（税込）

【ガス】15 円/㎥（税込）

４．値引き方法 

「３．国が定める値引き単価」を反映した燃料費調整単価・原料費調整単価により、料

金を算定いたします。 

５．値引き額のご確認方法 

（１）電気 

値引き額につきましては、お客さまページの料金明細より、ご使用量（kWh）をご確

認いただき、ご使用量に 「３．国が定める値引き単価」を乗算いただいた値が値引き

額となります。 

※ご使用量が０kWh の月は、値引きの適用はございません。

（２）ガス 

値引き額につきましては、お客さまページの料金明細より、ご使用量（㎥）をご確認

いただき、ご使用量に 「３．国が定める値引き単価」を乗じ、さらに USEN GAS プラ

ン料金表 2 ガス料金に定めた割引率（１－ｎ％）を乗算いただいた値が値引き額とな

ります。 

※ご使用量が０㎥の月は、値引きの適用はございません。

※1  以下のお客さまは対象外となります。

（電気）特別高圧のお客さま 

（ガス）年間契約量が 1,000 万 m3以上のお客さま



電気・ガス請求関連書類 値引き内容表記イメージ

ガスサンプル電気サンプル

値引き額については「５．値引き額のご確認方法」をご確認ください。


